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この計画書は、都市計画法第３４条第１２号に基づく区域、 

予定建築物等の用途について、関係する条例等及び指定運用

方針に基づき策定するものです。 
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１ 区域指定の方針 

（１）区域指定の目的 

第６次鶴ヶ島市総合計画（令和２年３月策定）の基本構想「７土地利用構想」「（２）

土地利用」において、「①産業系ゾーン」は「先端産業をはじめ、商業・業務、研究

開発・教育、物流、工業などの活用を促進し、現存する緑地や水辺に配慮しながら、

地域経済をけん引していく産業拠点としての活用を図ります。」とし、「②自然とに

ぎわいの協調ゾーン」は「圏央鶴ヶ島インターチェンジに近接する立地条件を活か

して、自然と産業とが調和した土地利用を図ります。」としている。また、前期基本

計画の「重点戦略３ 多様な働き方が実現できるまちづくり」「（１）圏央鶴ヶ島イ

ンターチェンジ周辺地域の整備・活用」において「圏央鶴ヶ島インターチェンジ周

辺の道路インフラなどの基盤を着実に整備するとともに、企業支援に向けた取組を

進めることにより、経済効果をもたらす企業誘致などを推進し、地域経済の活性化

を図ります。」としている。 

本市の土地の状況については、市街化区域の面積が８４６.８ｈａ（都市計画区域

の４７.８％）、うち工業・流通系の立地が可能となる工業系用途地域（準工業地域、

工業地域、工業専用地域）が１７６.８ｈａ（市街化区域の２０.９％）となってお

り、これらの大半が建物等の敷地で占められている。 

また、現在、圏央鶴ヶ島インターチェンジのフルインター化や国道４０７号バイ

パス、それらに接続する都市計画道路の整備が着実に進んでおり、これらの道路ネ

ットワークを活用しやすい土地に対する企業の立地ニーズがさらに高まっている。 

こうした状況を踏まえ、圏央鶴ヶ島インターチェンジに近接する市街化調整区域

の土地利用の整序を図るとともに、第６次鶴ヶ島市総合計画に定めた土地利用構想

及び重点戦略を実現するため、都市計画法第３４条第１２号に基づく区域等を指定

し、早期に産業用地を創出し、企業の誘致につなげるものである。 

 

（２）区域設定の考え方 

鶴ヶ島市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第６条第１項第１

号に基づく区域指定は、第６次鶴ヶ島市総合計画における土地利用構想との整合及

び既存の公共施設の整備状況や、区域住民の意向状況等を総合的に判断し、市長が

予定建築物の用途を限り指定するものとする。 

なお、区域指定を行う面積は、企業の立地動向等を慎重に見極めながら、必要最

小限とする。 

 

（３）区域指定基準（除外すべき区域等） 

区域指定の基準は、「鶴ヶ島市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条

例第６条第１項第１号」に係る指定運用方針（以下「指定運用方針」という。）に基

づくものとする。  
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２ 上位計画等との整合 

（１）市総合計画基本構想との整合性 

第６次鶴ヶ島市総合計画基本構想の土地利用構想において、「産業系ゾーン」と

して、「先端産業をはじめ、商業・業務、研究開発・教育、物流、工業などの活用を

促進し、現存する緑地や水辺に配慮しながら、地域経済をけん引していく産業拠点

としての活用を図ります。」としている。 

また、「自然とにぎわいの協調ゾーン」として、「圏央鶴ヶ島インターチェンジに

近接する立地条件を活かして、自然と産業とが調和した土地利用を図ります。」と

している。 

 

（２）都市計画区域の整備、開発及び保全の方針との整合性 

坂戸都市計画（坂戸市、鶴ヶ島市）都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（平

成２９年１月２７日告示）における「第３ 主要な都市計画の決定の方針、１ 土

地利用に関する主要な都市計画の決定の方針、（１）主要用途の配置の方針」におい

て、「工業地は、工業生産活動・流通業務機能の利便を増進するため、周辺環境への

影響や公害の発生の防止等に配慮するとともに、高速道路網や広域幹線道路等の都

市施設の整備状況、周辺の土地利用を勘案して配置する。」とされている。 

 

（３）市都市計画マスタープラン等との整合性 

鶴ヶ島市都市計画マスタープラン（第三次改訂版 令和３年３月改訂）における

「第２章 全体構想、２．分野別都市整備方針、２－１土地利用の方針、（３）土地

利用の方針」において、「工業地」を位置づけ、「工業地については、工業生産活動

や商業・業務、流通等機能の利便性を増進するため、その妨げとなる機能の混在を

防止します。併せて周辺の環境への影響や公害の発生の防止等に配慮します。さら

に、圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区及びその周辺地域については、現存する

緑地や水辺に配慮しながら、産業拠点としての活用を図ります。」としている。 

また、「南西部・圏央鶴ヶ島ＩＣ周辺地区」として「圏央鶴ヶ島インターチェンジ

に近接する立地条件を活かして、自然と産業とが調和した土地利用を図ります。ま

た、都市計画道路・広域的な幹線道路の整備の進捗に伴って産業系の開発需要が想

定されることから、周囲の営農環境や集落地の生活環境への影響に配慮しつつ、地

区計画制度や開発許可制度の機動的な運用により産業系の施設などの立地を許容・

誘導していきます。」としている。 

 

（４）その他条例第６条第１項第１号の土地の区域に関連する行政計画との整合性 

鶴ヶ島市立地適正化計画（令和２年３月策定）における「３ 課題解決のための

施策・誘導方針（ストーリー）、行政拠点および産業拠点に係る誘導方針」におい

て、「産業拠点」を位置づけ、「埼玉県の産業をけん引していく拠点として、圏央鶴

ヶ島インターチェンジ周辺の計画的な整備を進めます。また、整備の波及効果、広
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域交通の要衝としてのポテンシャルを活かし、新たな企業立地の促進、就業者など

へのサービス機能の充実、運動公園などを活かした交流機会の創出や、拠点内での

健康づくり、スポーツ機能の整備を図り、複合的な機能を持つ、これからの鶴ヶ島

市の都市活動をけん引していく拠点の形成を目指します。」としている。 
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３ 指定区域の選定 

指定区域の選定に当たっては、まず本計画「２ 上位計画等との整合」及び指定

運用方針「６ 建築物の用途及び区域指定の要件」に基づき、区域指定の可能性の

あるエリアを抽出した。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、当該エリアのうち、本計画「１ 区域指定の方針」に基づき、「除外すべき

区域等」を除外し、残ったエリアについて企業の立地動向等を慎重に見極め、企業

立地が確実に見込まれる土地の区域を次のとおり選定した。 

 

区域名 所在 面積（㎡） 指定用途 

高倉１ 
大字高倉字新右ェ門前 1148 番 1 

外１０筆 
5,920 .26 

流通業務・ 

工業施設 

三ツ木１ 
大字三ツ木字新山 1032 番 1 

外３筆 
3,089  

流通業務・ 

工業施設 

合計 9,009 .26  
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（１）土地利用の状況 

区域名 地目 状況 

高倉１ 宅地、畑 更地 

三ツ木１ 山林 
アスファルト舗装され、トラックを含む自動車駐車場と

して使用されている。 

 

（２）建築物の状況 

高倉１及び三ツ木１ともに建築物はない。 

 

  

高倉１ 

 

三ツ木１ 
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（３）区域の選定の考え方 

本計画「２ 上位計画等との整合」に基づき、対象となるエリアとして、第６次

鶴ヶ島市総合計画基本構想の土地利用構想における「産業系ゾーン」及び「自然と

にぎわいの協調ゾーン」並びに鶴ヶ島市都市計画マスタープラン（第三次改訂版 

令和３年３月改訂）の土地利用の方針における、「工業地」及び「南西部・圏央鶴ヶ

島ＩＣ周辺地区」のエリア内において、指定運用方針に定める「除外区域」及び「建

築物の用途及び区域指定の要件」を満たし、かつ企業の立地動向等を慎重に見極め、

企業立地が確実に見込まれる土地の区域を選定した。 

なお、指定運用方針に定める除外区域は次のとおりである。 

指定から除外する区域 高倉１ 三ツ木１ 

農業振興地域内の農用地区域 該当なし 該当なし 

甲種・第一種農地 〃 〃 

都市計画施設の決定区域 〃 〃 

地すべり防止区域 〃 〃 

急傾斜地崩落危険区域 〃 〃 

砂防指定地 〃 〃 

土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域 〃 〃 

自然公園特別地域、自然公園普通地域 〃 〃 

自然環境保全地域 〃 〃 

特別緑地保全地区、緑地保全地区 〃 〃 

近郊緑地特別保全地区、近郊緑地保全地区 〃 〃 

ふるさとの緑の景観地 〃 〃 

鳥獣保護区特別地区、鳥獣保護普通地区 〃 〃 

保安林・保安施設地区地域森林、計画対象民有林 〃 〃 

 

 

また、指定運用方針に定める建築物の用途及び区域指定の要件は次のとおりであ

る。 

建築物の用途 高倉１ 三ツ木１ 

（１）流通業務・工業施設 〇 〇 

（２）商業施設   
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区域指定の要件 

①新たな公共施設の整備の必要が生ずるおそれがない

と認められること 

高倉１ 三ツ木１ 

【道路】（流通業務・工業施設） 

 ア 整備済み（整備が計画されており、開発行為の

完了時点までに確実に整備される見込みがある

ものを含む。以下同じ。）の標準幅員１２メート

ル以上の道路の沿道 

〇  

イ アの道路からの距離が概ね２５０メートル以

内の区域（ただし、アの道路に接続する整備済み

の標準幅員９メートル以上（うち、歩行可能な幅

員が１.５メートル以上）の道路に接するものに

限る。） 

 〇 

【排水】区域内の排水を放流するための排水先が確保できており、指定区域内の下

水を有効かつ適切に排水できること。 

なお、雨水に対しては、指定区域内で雨水を調整、浸透させる雨水流出抑

制施設を設置することとし、その抑制容量は次のとおりとする。 

 指定区域面積 抑制容量   

３,０００㎡以上 

５,０００㎡未満 
０.０６０㎥／㎡以上  〇 

５,０００㎡以上 

７,０００㎡未満 
０.０７５㎥／㎡以上 〇  

７,０００㎡以上 

１万㎡未満 
０.０９０㎥／㎡以上   

１万㎡以上 ０.０９５㎥／㎡以上   

【上水】水道の供給が可能であること。 

 〇 〇 

【面積】３,０００平方メートル以上であること。 

 〇 〇 
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区域指定の要件 

②その他の区域において、当該指定に係る予定建築物を

建築する適当な土地がないと認められること 

高倉１ 三ツ木１ 

次のいずれかに該当するものとする。ただし、規則第６条第２項ただし書きの規定

を適用する場合には、次のアに該当すること。（流通業務・工業施設） 

 ア 市街化区域の工業系用途地域（工業地域及び工業

専用地域）において、８０パーセント以上の土地が

建物の敷地となっていること。 

〇 〇 

イ 工業統計調査による単位面積当たりの製造品出

荷額が県平均の製造品出荷額を下回っているか、又

は住民基本台帳における人口の減少が見られるこ

とにより、地域産業の停滞が認められること。 

  

 

 

（４）区域の面積の考え方 

指定運用方針「６ 建築物の用途及び区域指定の要件」に基づき、１区域あたり

の面積を３，０００㎡以上とし、また、全区域の総面積を鶴ヶ島市都市計画法に基

づく開発許可等の基準に関する条例施行規則第６条第１項第３号に基づき、２０ヘ

クタール未満とした。 
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４ 公共施設の状況 

（１）指定区域及びその周辺区域における公共施設の状況 

①高倉１ 

道路 
前面道路（国道４０７号）の幅員が約２６ｍであり、指定運用方針に

定める要件を満たす。 

汚水 
合併処理浄化槽で浄化した汚水は、市道３６０号線に設置している側

溝への放流が可能である。 

雨水 
指定運用方針に基づき、雨水流出抑制施設を設置する。抑制容量は、

０.０７５㎥／㎡以上とする。 

上水 
接道する市道３６０号線に坂戸、鶴ヶ島水道企業団の配水管が敷設さ

れており、必要とする給水が行える。 

 

②三ツ木１ 

道路 
前面道路（市道７－２号線）の幅員が約１１ｍであり、指定運用方針

に定める要件を満たす。 

汚水 
合併処理浄化槽で浄化した汚水は、市道７－２号線に設置している側

溝への放流が可能である。 

雨水 
指定運用方針に基づき、雨水流出抑制施設を設置する。抑制容量は、

０.０６０㎥／㎡以上とする。 

上水 
接道する市道７－２号線に坂戸、鶴ヶ島水道企業団の配水管が敷設さ

れており、必要とする給水が行える。 

 

（２）区域指定に伴う発生交通量の円滑な処理に向けた道路等交通施設の検討 

①高倉１ 

接道する国道４０７号のバイパスである一般国道４０７号鶴ヶ島日高バイパス

の整備が進んでおり、一部区間については既に供用が開始されていること、また、

圏央鶴ヶ島インターチェンジに接続する都市計画道路川越鶴ヶ島線の４車線化工

事による交通の円滑化が見込まれることから、本指定に伴う発生交通量は円滑に処

理できるものと考えられる。 

 

②三ツ木１ 

指定区域は現在トラックを含む駐車場として使用されている。本指定に伴い流通

業務・工業施設が建設されたとしても、これにより発生する交通量は、現状から大

幅に増加するとは考えられないことから、本指定に伴う発生交通量は円滑に処理で

きるものと考えられる。 
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５ 進行管理計画 

（１）区域指定スケジュール 

内容 時期 

関係（各課）機関との協議 令和３年 ９月～１０月 

近隣住民への周知 〃 １０月１９日～１１月１日 

鶴ヶ島市都市計画審議会 〃 １２月２０日 

埼玉県開発審査会 令和４年 １月  日 

指定の告示 〃 １月  日 

 

（２）区域指定後の土地利用の管理計画 

区域指定後の土地利用転換に合わせて、余剰地や区域内のスプロール化等の問題

が起こらないよう、適切な土地利用の管理を行う。 

また、同区域内における開発行為の進捗や経済・社会情勢の変化に応じて適宜、

区域指定の変更または廃止を行う。 

 

 

６ 周辺への影響 

（１）施設等の立地が周辺の土地利用に与える影響及びその対策 

今回指定区域の周辺の土地利用は、工場や資材置場、山林等が主となっており、

営農への影響はないものと考えられる。 

また、周辺住民に対し、当該立地案について周知を行ったところ、意見等は無か

った。 

以上のことから、今後当該指定区域に流通業務・工業施設が立地した場合、周辺

の土地利用状況等を勘案しても、周辺環境への影響は少ないと考える。 

なお、当該指定区域へ立地する企業に対しては、鶴ヶ島市都市計画法に基づく開

発許可等の基準に関する条例及び施行規則等に基づき、周辺への影響が生じないよ

う十分な対応を求め、良好な周辺環境の維持に努めていく。 
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７ 資料 

（１）第６次鶴ヶ島市総合計画 

①土地利用構想 
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②重点戦略 
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（２）坂戸都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針との整合性 

主要用途の配置の方針 

 

 

（３）鶴ヶ島市都市計画マスタープラン（第三次改訂版 令和３年３月改訂） 

土地利用の方針 
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（４）鶴ヶ島市立地適正化計画 

都市の骨格構造 

 

 

課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー） 

 

 

（５）「鶴ヶ島市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第６条第１項第

１号」に係る指定運用方針 

別添のとおり 
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「鶴ヶ島市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第６条第１項第１号」

に係る指定運用方針 

 

令和３年１月２２日 市長決裁 

 

１ 制度の適用 

鶴ヶ島市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例（以下「条例」と

いう。）第６条第１項第１号の規定により指定できる建築物の用途は、流通業務・

工業施設及び商業施設とする。 

また、流通業務・工業施設又は商業施設のいずれかで区域指定を行うものとし、

建築物ごとに建築物の用途及び区域指定の要件を満たしているものとする。 

 

２ 除外区域 

都市計画法施行令第２９条の９の規定に基づく土地の区域及び別紙１に示す

土地の区域は指定しないこととする。 

 

３ 上位計画との整合 

指定する区域及び建築物の用途は、鶴ヶ島市総合計画の基本構想の記述内容と

整合していることとする。 

 

４ 土地利用に関する計画 

「土地利用に関する計画」に記載する事項は、別紙２のとおりとする。 

 

５ 市長が認める面積 

鶴ヶ島市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則（以下

「規則」という。）第６条第１項第３号に基づく市長が特に必要があると認める

場合であって市長が認める面積については、区域指定に伴い規則で定める用途の

建築物の建築が速やかに行われることが確実であると認められる場合、その必要

な面積に限るものとする。 

 

６ 建築物の用途及び区域指定の要件 

別紙３のとおり 
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７ 手続き 

（１）市長は、区域の指定に先立ち、区域内及び区域周辺の住民を対象に条例第６条

第１項第１号に規定する土地利用に関する計画の案について、周知等を行うもの

とする。 

ただし、指定しようとする区域において、指定しようとする用途の建築物の建

築が速やかに行われることが確実と認められるものであって、当該区域内に建築

物の建築を行おうとする事業者が周知等を行う場合は、この限りではない。 

なお、当該事業者は周知等の報告書を市長に提出するものとする。 

（２）市長は、区域及び建築物の用途の指定に先立ち、鶴ヶ島市都市計画審議会の意

見を聴くものとする。また、必要に応じて埼玉県開発審査会の意見を聴くものと

する。 

（３）市長は、指定した区域及び建築物の用途について、告示により周知するものと

する。 

 

８ 指定済み区域の取扱い 

条例第６条第１項第１号に基づく指定は、開発行為の進捗や経済・社会情勢の

変化等に応じて、見直しを行うことができるものとする。 

なお、区域を指定した日から３年以内に、指定した用途の建築物に係る開発許

可の申請がなされない場合には、当該指定を取り消すことができるものとする。 
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別紙１ 

除外区域 

指定から除外する区域 根拠法令 

農業振興地域内の農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律 

甲種・第一種農地 農地法 

都市計画施設の決定区域 都市計画法 

地すべり防止区域 地すべり等防止法 

急傾斜地崩落危険区域 急傾斜地の崩落による災害の防止に関する法律 

砂防指定地 砂防法 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推

進に関する法律 

自然公園特別地域 

自然公園普通地域 

自然公園法 

自然公園条例（埼玉県） 

自然環境保全地域 自然環境保全条例（埼玉県） 

特別緑地保全地区 

緑地保全地区 
都市緑地法 

近郊緑地特別保全地区 

近郊緑地保全地区 
首都圏近郊緑地保全法 

ふるさとの緑の景観地 ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例（埼玉県） 

鳥獣保護区特別地区 

鳥獣保護普通地区 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律 

保安林・保安施設地区地域森林 

計画対象民有林 
森林法 
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別紙２ 

土地利用に関する計画 

項目 内容 

①区域指定の方針 

・区域指定の目的 

・区域設定の考え方 

・区域指定基準（除外すべき区域等） 

②上位計画等との整合 

・市総合計画基本構想との整合性 

・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針との整合性 

・市都市計画マスタープラン等との整合性 

・その他条例第６条第１項第１号の土地の区域に関連する

行政計画との整合性 

③指定区域の選定 

・土地利用の状況 

・建築物の状況 

・区域の選定の考え方 

・区域の面積の考え方 

④公共施設の状況 

・指定区域及びその周辺区域における公共施設の状況 

・区域指定に伴う発生交通量の円滑な処理に向けた道路等

交通施設の検討 

⑤進行管理計画 
・区域指定スケジュール 

・区域指定後の土地利用の管理計画 

⑥周辺への影響 
・施設等の立地が周辺の土地利用に与える影響及びその対

策 
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別紙３ 

建築物の用途及び区域指定の要件 

建築物の用途 （１）流通業務・工業施設 

次のア、イ又はア及びイを併せ有する施設とする。 

ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第１項に規定する

廃棄物の処理の用に供する建築物のうち、建築基準法第５１条ただし書

許可を受けたもの及び破砕、焼却等の処分の用に供するものを除く。 

ア 流通業務施設 

流通業務施設とは、建築基準法別表第２（る）項に掲げる建築物（準

工業地域に建築できない建築物。）以外の建築物のうち、倉庫及び荷さ

ばき場とする。 

イ 工業施設 

工業施設とは、建築基準法別表第２（る）項に掲げる建築物（準工業

地域に建築できない建築物。ただし、金属の溶融又は精錬の事業を営む

工場等は含まない。）以外の建築物のうち、工場とする。 

 

（２）商業施設 

商業施設とは、建築基準法別表２（へ）項に掲げる建築物（第二種住

居地域に建築してはならない建築物。）以外の建築物のうち、小売業の

店舗（大規模小売店舗立地法第２条第１項に規定する店舗面積の合計が

３,０００平方メートル未満のものに限る。）並びに小売業の店舗及び飲

食店の用途のみを併せ有する施設の用途のいずれかに該当するもの（当

該用途に供する部分の床面積の合計が１万平方メートル以下のものに

限る。）とする。 

区域指定要件 

①新たな公共

施設の整備

の必要が生

ずるおそれ

がないと認

められるこ

と 

 

【道路】 

（１）流通業務・工業施設 

次のいずれかの区域とする。 

ア 整備済み（整備が計画されており、開発行為の完了時点までに確

実に整備される見込みがあるものを含む。以下同じ。）の標準幅員

１２メートル以上の道路の沿道 

イ アの道路からの距離が概ね２５０メートル以内の区域（ただし、

アの道路に接続する整備済みの標準幅員９メートル以上（うち、歩

行可能な幅員が１.５メートル以上）の道路に接するものに限る。） 

ただし、自転車及び歩行者の交通量が著しく少なく、交通安全上、交
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通容量上支障がないと認められる場合は、「整備済みの標準幅員１２メ

ートル以上の道路」を「整備済みの標準幅員９メートル以上（うち、歩

行可能な幅員が１.５メートル以上）の道路」とすることができる。 

また、指定する区域の規模及び形状、指定する区域周辺の土地の地形

及び利用の態様等に照らして、「イ アの道路からの距離が概ね２５０

メートル以内の区域（ただし、アの道路に接続する整備済みの標準幅員

９メートル以上（うち、歩行可能な幅員が１.５メートル以上）の道路

に接するものに限る。）」によることが著しく困難であり、自転車及び歩

行者の交通量が著しく少なく、交通安全上、交通容量上支障がないと認

められる場合、「アの道路に接続する整備済みの標準幅員９メートル以

上（うち、歩行可能な幅員が１.５メートル以上）の道路」を「アの道

路に接続する整備済みの標準幅員７メートル以上の道路」とすることが

できる。 

 

（２）商業施設 

整備済みの標準幅員１２メートル以上の道路の沿道とする。 

ただし、自転車及び歩行者の交通量が著しく少なく、交通安全上、交

通容量上支障がないと認められる場合は、「整備済みの標準幅員１２メ

ートル以上の道路」を「整備済みの標準幅員９メートル以上（うち、歩

行可能な幅員が２.０メートル以上）の道路」とすることができる。 

 

【排水】 

区域内の排水を放流するための排水先が確保できており、指定区域内

の下水を有効かつ適切に排水できること。 

なお、雨水に対しては、指定区域内で雨水を調整、浸透させる雨水流

出抑制施設を設置することとし、その抑制容量は次のとおりとする。 

指定区域面積 抑制容量 

３,０００㎡以上５,０００㎡未満 ０.０６０㎥／㎡以上 

５,０００㎡以上７,０００㎡未満 ０.０７５㎥／㎡以上 

７,０００㎡以上１万㎡未満 ０.０９０㎥／㎡以上 

１万㎡以上 ０.０９５㎥／㎡以上 

 

【上水】 

水道の供給が可能であること。 
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【面積】 

３,０００平方メートル以上であること。 

②その他の区

域 に お い

て、当該指

定に係る予

定建築物を

建築する適

当な土地が

ないと認め

られること 

（１）流通業務・工業施設 

次のいずれかに該当するものとする。ただし、規則第６条第２項ただ

し書きの規定を適用する場合には、次のアに該当すること。 

ア 市街化区域の工業系用途地域（工業地域及び工業専用地域）にお

いて、８０パーセント以上の土地が建物の敷地となっていること。 

イ 工業統計調査による単位面積当たりの製造品出荷額が県平均の

製造品出荷額を下回っているか、又は住民基本台帳における人口の

減少が見られることにより、地域産業の停滞が認められること。 

 

（２）商業施設 

次のいずれにも該当するものとする。 

ア 市街化区域の商業系用途地域（商業地域及び近隣商業地域）にお

いて、８０パーセント以上の土地が建物の敷地となっていること。 

イ 工業系用途地域（工業地域及び工業専用地域）を除き、建築基準

法に基づき延べ面積１,５００平方メートル以上の商業施設の立地

が可能となる用途地域（第一種住居地域、第二種住居地域、準住居

地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域）内において、想定

される商業施設が立地できるほどの未利用地が存在しないか、又は

存在した場合であっても、その未利用地に接続する道路が十分でな

いなど、住環境を悪化させるおそれがあると認められること。 

  

 


